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競売制度研究会（第５回）議事概要

日 時 平成１８年６月１４日（水）午後６時から午後８時３５分まで

場 所 きんざいセミナーハウス２階会議室

出 席 委 員 山本座長，笠井委員，久米委員，越山委員，小林委員，下村委

員，杉山委員，田作委員，成田委員，菱田委員，松下委員，山

下委員，山田委員，山野目委員，吉田委員

オブザーバー 国土交通省

議 事 内 容 以下のとおり

１ ワシントンＤＣ，メリーランド州の競売手続の調査報告と質疑応答

（ ） 配付資料の確認に続いて，菱田委員から，ワシントンＤＣ，メリーラ1

ンド州の競売手続についての調査報告が行われた。その内容は，目録番号

「 」（ 「 」２ ワシントン の不動産競売制度 以下 ワシントンＤＣレジュメD.C.

という ，目録番号３「メリーランドの不動産競売制度 （以下「メリー。） 」

ランドレジュメ」という ）記載のとおり。。

なお，レジュメに補足して説明された内容の骨子は，次のとおり。

（ワシントンＤＣについて）

○ 不動産担保権としては，ディードオブトラスト（以下「ＤＴ」とい

う ）が主流であり（ワシントンＤＣレジュメ１ページ ，その理由と。 ）

しては，一般的に，①パワーオブセールを用いることができること，②

貸手（レンダー）自身が競落することができることが指摘されている。

しかし，現在では，モーゲージでも，パワーオブセールを用いることが

でき，第三者を売却実施者にすれば貸手自身が競落することができるの

で，ＤＴにアドバンテージがあるかどうかは疑問である。現在では，惰

性で主にＤＴが用いられているのではないかという印象を持っている。

○ では，売却通知を のオフィスに登録D.C.Regulation Recorder of Deeds

することも求められている（ワシントンＤＣレジュメ５ページ）が，こ

の通知を受けた は，合理的な努力をもって，土地保Recorder of Deeds

有者に対し，担保権が設定されていること，その担保権に基づいて売却
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がされようとしていることに気づいているかどうかを確認しなければな

らない。もし，土地保有者が知らなかった場合， は，Recorder of Deeds

その土地保有者に対し，弁護士を依頼するなどするようにアドバイスし

なければならない。

○ 受戻権喪失手続を開始したモーゲージに優先する担保権が原則とし

（ ） ，て買受人の引受けになる ワシントンＤＣレジュメ７ページ とすれば

買受人はビッドの前にその被担保債権の額を把握しなければならないこ

とになる。しかし，土地のレコードを見てもビッドの時点での正確な残

債権額を把握することはできないので，買受人としては，レコードから

モーゲージ権者を特定した上で，モーゲージ権者に直接聞くということ

にならざるを得ない。一般には，モーゲージ権者は正当な利害関係人か

らの開示要求に対して正確に情報提供をしなければならない義務を負う

といわれており，ワシントンＤＣでどうかは定かではないものの，おそ

らく一般と同じ扱いではないかと思われる。

○ 司法的受戻権喪失手続（ワシントンＤＣレジュメ１３ページ以下）

Recorder ofに関し，原告が，訴訟係属の発生に際し，訴訟係属の通知を

にファイルすると，それ以後モーゲージの対象となっている土地Deeds

について利害関係を有するに至った者は，訴訟係属について認識してい

たとみなされ，裁判所の処分に拘束されるという規定がある。これは，

コモンローでいうリスペンデンス（ ）という法理を明文化しlis pendens

て少し制限を加えた条文である。こういう条文があるので，受戻権喪失

手続における買受人は，ファイルされた以後にされたモーゲージの設定

や目的物の譲渡を無視することができる。

○ ２０００年法（ワシントンＤＣレジュメ１７ページ以下）は，膨大

な法律であり，抜本的な改正法であるといってよい。まず，モーゲージ

の捉え方自体が従前の法律とは異なる。すなわち，従前，タイトルがモ

ーゲージ権者に移ると考えられていたもの（タイトル理論）を放棄し，

モーゲージを単なる担保権と捉えている。また，パワーオブセール条項

に基づく受戻権喪失手続については，従前の法律では何でも受託者任せ

であったが，２０００年法では特別区長によって選任された監査人が非
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常に広範囲に介入する仕組みになっており，かなり監視が厳しくなって

いる。すなわち，売却実施がされた後に特別区長によって選任された監

査人から売却の承認を受けなければならず，配当についても，監査人が

配当のプランを立て，それに従って受託者が配当するのが原則となって

いる。さらに，２０００年法では，司法的受戻権喪失手続について，モ

ーゲージを設定する際に，きちんと情報が開示されなかった場合，ある

いは，強圧的な貸付行為（およそ返済することができないのに無理に貸

し付けたこと等）があった場合などには，モーゲージ権者がパワーオブ

セール条項に基づく受戻権喪失手続を開始しても，モーゲージ設定者は

司法的受戻権喪失手続を要求することができるというところが特徴的で

ある。その場合，おそらく，情報開示がされたか，あるいは，強圧的な

貸付行為があったかなどについて，裁判所にじっくり審理する機会を与

えるのがよいと考えられたからではないかと思われる。

○ ２００３年法案（ワシントンＤＣレジュメ２４ページ以下）は，ほ

Assentぼ，メリーランド州の制度から，司法的受戻権喪失手続における

(判決に対する同意条項）を除いたものと理解すればよい。to Decree

（メリーランド州について）

○ メリーランド州のパワーオブセール条項に基づく受戻権喪失手続（メ

order toリーランドレジュメ３ページ以下）に関し，記録要求（なお，

に「記録要求」という訳語を当てた理由についてはメリーランドdocket

レジュメ５ページの脚注１１参照）のファイリングにより目的土地に対

する裁判所の管轄が生じるという規定がある。この規定の意味内容はよ

く分からないが，ひょっとすると，これによって差押え類似の効力を発

生させるという意図があるのかもしれない。

○ カウンティ又は地方公共団体に対しても売却の通知をしなければな

らないという規定がある（メリーランドレジュメ６ページ）が，その趣

旨は，カウンティ又は地方公共団体に知らせて競売手続の公正さを監視

させる趣旨なのか，あるいは，租税債権行使の機会を実質的に保障する

趣旨なのかよく分からないが，おそらく後者ではないかという気がして

いる。
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○ 売却対象不動産の調査，価値評価についての制定法上の規定はない

（メリーランドレジュメ７ページ）が，裁判例では，一般には，受託者

には不動産に付着している負担を調査して開示する義務はなく，買受人

が自らの責任で調査すべきであるとされているようである。

○ 売却を実施するのは，モーゲージであればモーゲージ証書において

売却権を与えられた自然人であり，ＤＴであれば自然人たる受託者であ

り，モーゲージ証書でモーゲージ権者自身に売却権を与えることもでき

る（メリーランドレジュメ７ページ）が，その場合にはモーゲージ権者

自身が競落すると不正があるのではないかと疑われることになる。

○ メリーランド州の不足金判決（メリーランドレジュメ１０ページ）

においては，不足金額は，被担保債権額から受戻権喪失手続において実

際に配当を受けた額を控除して計算される。売却された土地の市場価値

を被担保債権額から控除すべきであるという規律はない。ただし，裁判

例では，市場価値を相当下回る売却について，モーゲージ権者が不足金

判決を放棄したという事情を勘案して売却の有効性を維持したものもあ

り，公正な価格で売るということと不足金判決との緩やかな関係がメリ

ーランド州にもあると思われる。

○ 司法的受戻権喪失手続は，裁判所に対する受戻権喪失を求める訴え

提起によって始まる（メリーランドレジュメ１２ページ）が，これによ

って目的土地に対する裁判所の管轄が生じる。その結果，訴訟が係属す

るカウンティ内においては，特に訴状を登録するまでもなく，その土地

について利害関係を有するに至った者に対し，判決の効力が及ぶという

ことになるのではないかと思われる。

（ ） 引き続き質疑応答が行われた。その骨子は次のとおり。2

（不動産担保権の種類について）

○ モーゲージ権者は，厳格なタイトル説に立つ制度のもとでは，デフ

ォルトが発生した途端，義務のようなものを負わされるので，それが煩

わしいことから，貸手は専らＤＴの形式を利用したいという動機を有し

ているのではないか。
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○ モーゲージ設定者がデフォルトを起こしただけで，モーゲージ権者

に責任が負わされるという法制度にはなっていないようである。また，

現在では，モーゲージとＤＴとでは違いはほとんどないようである。単

に慣れているＤＴを主に利用しているというだけなのではないか。

（ワシントンＤＣの非司法的受戻権喪失手続における受託者について）

○ ワシントンＤＣの非司法的受戻権喪失手続は，裁判所が全く関与し

ないので，受託者が重要な地位を占めると思われるが，受託者について

資格制限があるのであろうか。また，現実に受託者になっている者は，

どのような者であろうか。

○ 受託者の資格制限に関する規定はないようである。現実にどのよう

な者が受託者になるかはよく分からないが，裁判例には，保証会社・保

険会社，弁護士がなっている事例があった。

（受託者に対する教示（ワシントンＤＣの非司法的受戻権喪失手続）に

ついて）

○ メリーランド州の手続（例えば，メリーランドレジュメ６ページの

売却の通知）はしっかり仕組まれているという印象があるのに対し，ワ

シントンＤＣの手続（例えば，ワシントンＤＣレジュメ５ページの売却

通知）はラフという印象を受けるが，それをカバーするために，ワシン

， （ ）トンＤＣでは 受託者に対する教示 ワシントンＤＣレジュメ４ページ

の段階で，通知を受けた受託者は債務者に通知をしてその言い分を必ず

聴かなければならないといった手当てがされているのであろうか。

○ 受託者に対する教示の手続は，規定上要求されているものではない。

おそらく，モーゲージの契約上，通知をしてはじめて期限の利益を喪失

， ，することになっているから このような手続が行われているのであって

契約の定め方次第なのではなかろうか。

○ 受託者に対する教示の手続において，受託者から債務者への通知に

瑕疵があると，瑕疵ある手続に対する救済（ワシントンＤＣレジュメ１

０ページ以下）の理由になるのであろうか。

○ 契約で決められている債務者に対する通知がなかったということに

なれば，デフォルトがないか，期限の利益を喪失していないということ
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になり，そもそも受戻権喪失手続を開始する権限がなかったということ

， 。になって 手続が取り消されるということにもなりかねないと思われる

（担保（メリーランド州の 条項に基づく受戻権喪失手続）Power of Sale

について）

○ メリーランド州の 条項に基づく受戻権喪失手続では，Power of Sale

売却実施者は，担保を納付しなければならず，その担保の金額は，原則

（ ）として被担保債権額＋手続費用である メリーランドレジュメ５ページ

が，そうすると，担保の金額は恐ろしく高額になる気がする。その背景

事情は何であろうか。

○ その背景事情については全く分からない。高すぎるのではないかと

思い，何度も確認したが，条文には被担保債権額と書いてある。なお，

ワシントンＤＣ２００３年法案では，メリーランド州の手続とほぼ同様

の手続を採用しているが，担保については，メリーランド州と異なり，

かなり安くなっている（ワシントンＤＣレジュメ２５ページ 。）

（記録の通知（メリーランド州の 条項に基づく受戻権喪失Power of Sale

手続）について）

○ 記録の通知（メリーランドレジュメ５ページ）は，居住用不動産に

ついてだけ要求されるものであり，商業用不動産などについては要求さ

れていない。なお，売却の通知（メリーランドレジュメ６ページ）以下

の記述は，居住用不動産だけでなく，商業用不動産などにも当てはまる

ものである。

（売却通知について）

○ ワシントンＤＣの非司法的受戻権喪失手続にも 売却通知を 特， （mayor

別区長）に送付するという手続がある（ワシントンＤＣレジュメ５ペー

ジ）が，これも，メリーランド州の類似の制度（カウンティ又は地方公

共団体に対する通知，メリーランドレジュメ６ページ）と同じ趣旨なの

。 ，「 ，であろうか ワシントンＤＣレジュメ５ページには 特別区に対して

受戻権喪失手続を調査し，濫用があれば・・・」とあるが，そもそも，

そのようなことは地方公共団体がすべきことであろうか。

○ ワシントンＤＣレジュメの判例は，売却通知の趣旨としてその点を
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も挙げているが，そもそも，メリーランド州では，受戻権喪失手続のは

じめから裁判所が関与しているので，それ以上に地方公共団体による監

視を期待してあえて売却通知を送付するというのは考えにくく，むしろ

地方公共団体の租税債権行使の実効性を担保するためと考えるのが素直

ではないか。

（目的物の調査・評価について）

○ 目的物の調査・評価についての規定がない（ワシントンＤＣレジュ

メ６ページ，メリーランドレジュメ７ページ）とすると，買受希望者は

どのようにして目的物件の情報を得るのであろうか。日本のように競売

物件の法律関係がかなり複雑になるということはないのであろうか。広

告により広く目的物件の情報開示がされているのであろうか。買受人が

自己責任で調査するとしても，どのようにして調査するのであろうか。

○ ニューヨーク州で金融機関に勤めていた経験では，融資の契約の際

に，債務者は勝手に後順位の担保権を設定してはならない旨のコベナン

ツを盛り込むので，権利関係は比較的すっきりしているのではないか。

○ ワシントンＤＣやメリーランド州については，日本と比べて，それ

ほど権利関係が単純明快であるという印象はない。後順位担保権が付い

ていたり，賃借人がいたりする裁判例はあるので，権利関係が複雑には

ならないと楽観的に見ることはできないのではなかろうか。

○ 物件調査は，非司法型であっても司法型であっても，どちらもされ

ないのであろうか。

○ 調査がされないかどうかはよく分からない。ワシントンＤＣの２０

００年法には，権限調査会社に調査してもらった報告書をオフィスに備

え付けなければならない旨や，引受けになる賃借人のリストを用意しな

ければならない旨の規定がある（ワシントンＤＣレジュメ１８ページ）

が，実態として調査が全く行われていないのに，いきなり，改正法でこ

のような規定が設けられるということは考えにくいので，おそらく，事

実上は，調査が行われているのではないかと思われる。ただし，受託者

の調査に間違いがあっても，買受人が受託者に対して強い調子で責任を

追及することはできず，買受人の方できちんと責任を持ってチェックし
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なさいという趣旨なのではなかろうか。

（公売について）

○ 公売についてであるが，目的物件が売れ残るということはあるので

あろうか。また，ビッドの価格があまりにも安すぎるために，そのビッ

ドを拒絶した場合，その後の手続はどのようになるのであろうか。

○ 売れ残るということはあり得るのではないかと思われる。ビッドを

拒絶した後どうなるかについてはよく分からない。なお，広告をしたけ

れどもオークション会場に誰も来なかったという場合には，再売買の規

定がある。

○ ワシントンＤＣレジュメ１４ページには，職業競売人の報酬の記載

があり，脚注４８には，不動産のエクイティの価値という概念の意味は

明らかでない旨の記載があるが，このエクイティは，同レジュメ１１ペ

「 」 ， ，ージの下から４行目にある の評価額 と同じである すなわちequity

当該物件の価値からデットを引いた余剰の部分であると理解してはいけ

ないか。

○ そうすると，大抵の場合，被担保債権額は物件の売却価格よりも大

きいことから，同レジュメ１４ページの「不動産のエクイティの価値」

が小さくなりすぎるのではないか。

○ 大抵の場合，被担保債権額は物件の売却価格よりも大きいために無

剰余になって，職業競売人の報酬は，最低額の３５ドルしかもらえない

ことになるのであろうか。

○ 同レジュメ１４ページのエクイティは，同レジュメ１１ページのエ

クイティとは意味が異なるのではないか。

（配当要求，配当について）

○ 一般債権者は，日本で言う配当要求をすることができないのであろ

うか。その辺りの議論は全くないのであろうか。

○ おそらく，判決を得ていない債権者は配当要求をすることはできな

いと思われる。アメリカでは，判決を得て担保権を取得するという制度

になっており，判決を得た債権者は担保権者と同様に扱われるという規

律になっている。
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○ 配当の場面では計算をしなければならないが，その計算の仕事は，

日本の場合，裁判所書記官が行っており，非常に習熟を要する仕事であ

って，正確にできるようになるまでにはかなりのトレーニングが必要で

あると思われる。メリーランド州でも，売却実施者が，監査人の監視の

下で，配当を実施し（メリーランドレジュメ８ページ ，ワシントンＤ）

Ｃの２０００年法でも，受託者が，監査人作成の配当報告書に従って配

当を実施する（ワシントンＤＣレジュメ２１～２２ページ）とされてい

るようであるが，配当については，会計的な発想があるのであろうか。

○ ワシントンＤＣの２０００年法において，配当過程でも監査を要求

しているのは，受託者一人に任せておくのは妥当でないという判断があ

るためではなかろうか。

（不足金判決について）

○ ワシントンＤＣの司法的受戻権喪失手続では，受戻権喪失手続が係

属している裁判所が不足金判決を出すことができ，コモンロー上の判決

（通常の判決）と同様の効力を持つようである（ワシントンＤＣレジュ

メ１５ページ）が，不足金判決を受戻権喪失手続が係属している裁判所

にさせる意味は何であろうか。被告側・相手方の保護についてはどのよ

うに考えられているのであろうか。

○ 受戻権喪失手続が係属している裁判所が不足金判決をする意味は，

推測するに，今までの資料を利用することができるため，迅速に判決を

取得することができるというところにあるのではなかろうか。

（モーゲージ設定者からの賃借人に対する立退請求について）

○ ワシントンＤＣでは，賃借権は，担保権設定後であっても，どんな

長期でも，買受人に対抗することができるようである（ワシントンＤＣ

レジュメ９～１０ページ）が，そうすると，賃借権が設定されている不

動産を買い受ける者は，賃料収入しかあてにすることができず，現実の

占有を取得することはできないことになる。このような制度は，日本で

は執行妨害に悪用されるように思われるが，このような制度に対して，

どのような評価がされているのであろうか。

○ どのような評価がされているかはよく分からない。ただし，賃借人
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が受戻権喪失手続に基づく買受人に対しても対抗することができる旨を

認めた判例には，反対意見が付されている（なお，アメリカでは下級審

の裁判所でも意見を表示する仕組みになっている 。。）

○ 担保権設定後の長期賃借権であっても保護されるという制度は，ワ

シントンＤＣに特有な制度ではなかろうか。ワシントンＤＣは，メリー

ランド州などから通勤している人が多く，ワシントンＤＣに居住してい

る人は少ない上，治安が悪い。あくまでも推測であるが，ワシントンＤ

Ｃでは，賃貸借について，一つの限定的な市場として固定し，不動産を

取得する人は賃料しか当てにできないというように割り切っているとい

う経済実態があるのではなかろうか。

○ 久米委員の論文では，ワシントンＤＣに特有な制度である旨が紹介

されている。

○ メリーランド州では，賃借権はモーゲージあるいはＤＴの登録前後

で引受けになるかどうかが決まり，賃借権がモーゲージ等の登録後に設

定されたために引受けにならない場合には，立退請求をすることができ

（ ） ， ，るということである メリーランドレジュメ１０ページ が その場合

買受人は，判決で賃借人に立退きを求めるということになるのであろう

か。

○ 賃借人が任意に明け渡さない場合には，買受人は，判決を取得する

必要がある。

○ その判決を得る手続は，いわゆる通常の訴訟手続であろうか。

○ 通常の訴訟手続とはいっても，かなり特別な規定が用意されている

ので，簡易で略式な手続である。

（廉価売却について）

○ ワシントンＤＣの非司法的受戻権喪失手続では，廉価売却について，

良心にショックを与え，それ自体が売却手続における詐欺や違反行為を

推測させるほどの低価格でない限り，無効とはできず，実際の評価額の

３８パーセント程度であればショックというほどではないという判例が

ある（ワシントンＤＣレジュメ１２ページ）が，他方，司法的受戻権喪

失手続では，公売によらない売却の場合，売却価格は評価額の３分の２
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以上でなければならない上，３人の中立的な者に評価させなければなら

ないという厳格な手続がある（ワシントンＤＣレジュメ１５ページ 。）

前者の場合，売却して買受人が現れてしまった後は買受人の保護の要請

を無視することができないと考えているということであろうか。契約の

有効性に関して，どのような議論がされているのであろうか。

○ そもそも，競売なのだから，それほど高く売ることができるはずが

ないという考え方があるのではないかと思われる。公売によらない売却

の場合には，よほどのよい条件でないとだめであり，そうでないなら，

公正にオークションにかけた方がみんなの納得が得やすいという発想

で，ハードルをかなり高くしているのではなかろうか。

（ワシントンＤＣにおける法改正について）

○ ワシントンＤＣの２０００年法や２００３年法案の改正理由につい

て，強圧的な貸付行為と拙速な受戻権喪失手続の利用を抑止し，消費者

を保護するためとある（ワシントンＤＣレジュメ１６ページ）が，そう

いう拙速な受戻権喪失手続の利用が現実にあって，消費者等の利益が害

されているという立法事実が存在すると考えてよいのであろうか。

○ 詳しくは分からないが，おそらく，従前の手続では，不当な貸付行

為等がおよそ問題とされることなく，受戻権喪失手続まで進行してしま

うという事実があったのではないかと思われる。

○ ワシントンＤＣの２０００年法がすぐに廃止されたのは，テロの影

響があり，不動産市場まで冷え込ませるのは極めて難しい情勢にあった

ということ（ワシントンＤＣレジュメ１６ページ）だが，２０００年の

改正が不動産市場を冷え込ませる結果になったのは，手続のどの辺りに

問題があったのであろうか。

○ あくまでも推測であるが，２０００年法の適用を停止したのは，手

続に問題があるのではなく，テロがあった局面で２０００年法が適用さ

れると，一種の萎縮効果が働き，強圧的な貸付行為をやめさせたり，拙

速な受戻権喪失手続を抑止したりしようと思っていたものが，不動産金

融自体を何となく心理的に冷え込ませてしまうというところまで行き過

ぎるおそれがあったからではなかろうか。２０００年法をそのまま適用
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しても，おそらく，消費者保護に資するだけで，市場としてはよいこと

であったであろうと思うが，心理的なことを勘案して市場まで冷え込ま

せるのは難しいと判断したのではなかろうか。

○ ワシントンＤＣの２００３年法改正案が，どういう理由で出てきて，

どういう帰趨をたどるのかが気になる。メリーランド州と酷似というこ

とであるが，メリーランド州は裁判所の関与があり，ある種厳格である

のに対し，従前のワシントンＤＣはアバウトであったとすると，かなり

思想の転換があったのではなかろうか。

○ ２０００年法の時点で，かなりの大転換があったと考えられる。２

０００年法は廃止されたが，おそらく，立法担当者に，監視の下で競売

を行わせるという思想を残したいという意図があり，それが残っている

， 。ので 少し簡素化した形で２００３年法案が出てきたのではなかろうか

○ ワシントンＤＣは，非司法競売の典型的な地区の一つとして紹介さ

れており，そのようなところでそういうことが起こっていること自体注

目すべきことであろう。

（メリーランド州の手続と日本の手続との対比について）

○ メリーランド州は，競売手続がしっかり仕組まれており，物件調査，

評価をしないところを除くと，日本の競売手続とほとんど変わらないの

ではなかろうか。前回の研究会で，調査も評価もしなければこんなに楽

な手続はないという話が出たが，まさにメリーランド州の競売手続が早

いというのは，日本と比較すると，調査，評価がないからではなかろう

か。

○ 日本では，競売手続の中で，担保権設定後の賃借権であるかどうか

についても調査されるため，買受人は引渡命令を得て簡易に引渡しを求

めることができるが，債権者にとっては，調査が行われる分，債権回収

が若干遅れることになるのに対し，メリーランド州では，債権者にとっ

ては，調査も評価もしないで売却されるので，早く債権回収を図ること

ができるが，買受人にとっては，調査が行われていないので，明渡しを

求める場面において，モーゲージ等の登録後に設定された賃借権か否か

等で紛争になり，そのリスクを引き受けざるを得ないということになっ
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ているのではなかろうか。もし，そうだとすると，そのような手続で，

一体，誰が買受人になっているのであろうか。

○ その点に関しては，モーゲージ設定と賃借権の設定の前後を何と何

で比較するのかということが重要なポイントになるのではなかろうか。

レコードの前後で判断するのだとすれば，賃借権のディードの登録とモ

ーゲージのディードの登録のどちらが先であるかで判明するので，審理

自体に時間はかからないであろうが，契約設定時とか占有時で判断する

のだとすれば，それはすごくもめるだろうという気がする。その辺りを

調査しなければ，審理にどれだけ時間がかかるか，ひいては，買受人に

つけが回っているかどうかは分からないであろう。また，この場面で明

渡しを求める判決手続と普通の判決手続とで何が違うかというところも

調べる必要があろう。

○ そもそも，アメリカの各州で賃借権を設定する場合，必ずディード

を登録する仕組みになっているのであろうか。

○ メリーランド州の手続は， 条項に基づく受戻権喪失手続Power of Sale

では，売却命令は不要であるが，裁判所が広範に手続に関与し，司法的

受戻権喪失手続では，判決に対する同意条項がある場合には，売却命令

までの審理は大幅に短縮されて， 条項に基づく受戻権喪失Power of Sale

手続に接近する（メリーランドレジュメ２～３ページ）ということであ

るが，前回の研究会でも話が出たとおり，日本の場合，そもそも，担保

権が登記されていて，登記簿謄本を提出すればすぐに競売手続が開始さ

れる仕組みになっているので，メリーランド州と比べても，既に遜色の

ない手続になっているのではないか。

○ 条項に基づく受戻権喪失手続は，登記簿謄本を提出してPower of Sale

開始する日本の手続とほぼパラレルに考えられるのではないかという印

象を持っている 「非司法的」といっても，それは売却命令があるかな。

いかで名前を付けているという印象であり，同手続を考察する際，その

名称に引きずられると手続の実態を見誤るのではなかろうか。

（実態把握について）

○ 以前，ワシントンＤＣやメリーランド州の競売制度について弁護士
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にインタビューした際，そもそも，競売物件を買い受ける人は，ビジネ

スの投資用物件として買い受けており，そこに当該物件に人が住んでい

ようがいまいが，きちんと家賃さえ払ってくれればそれでよいといった

ような割り切りがあったような記憶がある。そこで，自己居住目的で買

い受ける者と投資目的で割り切って買い受ける者とが，それぞれどれく

らいのシェアであるかを知りたい。

○ 経済実態とか社会の実情については，正確な情報を得るのは極めて

困難であろう。

○ 実務を手がけている弁護士にインタビューすれば，かなりの情報は

得られるのではなかろうか。しかし，その情報がどれだけの根拠に基づ

くものかどうかは難しいところがあるであろう。

○ 実態把握の重要性については同感であるが，よくよく考えてみると，

実態把握は極めて難しいであろう。把握したい実態としては，賃借人が

付いたことを前提とする投資物件なのかどうか，複数の担保権が付くこ

とが常態化しているのか，それとも一物件について一人の担保権者であ

ることがほとんどなのか，落札者がエンドユーザーなのか，それとも事

業家として転売などをすることが前提なのか，などがあると思われる。

これらについて，日本の場合にどうであるかを翻って考えてみると，日

本でも統計はなく，弁護士に尋ねてみたとしても，その回答は，その弁

護士がどんな顧問先を持っているかによって，全く違うであろうし，都

市部の弁護士か地方部の弁護士かでも，全く違うであろう。一つの物件

に複数の担保権が付くことが常態化しているかどうかについては，バブ

ル期をイメージして回答するか，ここ４～５年を念頭に置いて回答する

かでも，全く違うであろう。落札者がエンドユーザーなのかどうかにつ

， 。 ，いては イメージだけの回答にとどまってしまうであろう このように

実態把握は，重要であるものの，極めて難しいということを指摘してお

きたい。

○ 担保権実行までいくケースは，どれくらいあるのであろうか。かな

り簡単に担保権実行までいってしまうのであろうか。州ごとに差がある

のであろうか。物件が何かによっても違いがあるのであろうか。
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○ アメリカでも，日本でも，普通，いきなり担保実行をするというこ

とはないであろう。ワークアウトを行い，最後の手段としてやむなく競

売を行うというのが普通であろう。

○ 実態把握は困難ではあるが，現地調査などを行って可能な範囲で実

態に迫ることができればよいであろう。

２ 次回以降の日程と進行予定

第６回：７月５日（水）

山田委員報告

主要調査対象地域：カリフォルニア州とワシントン州

第７回：９月２７日（水）

笠井委員報告

調査対象地域：ニューヨーク州とマサチューセッツ州

第８回：１０月２６日（木）

松下委員報告

調査対象地域：テキサス州とルイジアナ州

第９回：１１月３０日（木）

山下委員報告

調査対象地域：イギリス

第10回：１月１１日（木）

山本座長報告

調査対象地域：フランス

以 上


